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補助金の計算バス１台あたりの単価利用台数実績 ÷ 利用台数見込

左記単価×バスの利用実績台数
５０，０００円５割以上

２５，０００円5割未満

１社あたりの補助限度額 上期：１００万円 下期： 2００万円

補助金額

補助対象

 団体募集型または受注型企画旅行で、上期：令和７年６月１日(出発日)～令和７年７月３１

日(帰着日)、令和7年９月1日（出発日）～令和7年9月３０日（帰着日）、下期：令和７年

１２月１日（出発日）～２月２８日（帰着日）の間に実施すること。

 ※学校行事の旅行、会議や研修、宗教活動や政治活動を目的とした旅行は対象外

 島根県外を発地とし、島根県内を周遊するバスツアーであること。

 島根県内に1泊以上、県内の観光施設等を３ヶ所以上訪問 ※宿泊、トイレ休憩のみの立寄りは除く

 バス１台当たりの乗車人数が15名以上（石見地域、隠岐地域に宿泊する場合は９名以上）※乗務員、添乗員は除く

 島根県や各空港・JR利用促進協議会から補助金等をうけていないこと。 等

団体バス旅行造成・販売経費の一部を補助します！

＜補助金の算出方法＞
申請書の利用見込台数に対し、実績報告書の利用実績台数の割合に応じて算出した額を補助

手続きの流れ
補助対象の旅行
実施30日前まで → 旅行実施後30日以内

申請者 観光連盟

申請書(様式１)と
必要書類(様式A）を

提出
交付決定 (様式2)を

通知

実績報告書(様式4)と
必要書類(様式B～E) を

提出

検査後、適正であれば
確定通知書(様式5)を

通知

請求書
（様式６)を
提出

振込
完
了

※連盟の予算に達した時点で受付を終了します

※下期の本助成制度については、6月上旬に公開予定


